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監査結果に基づく措置通知書 

 

監 査 の 種 類 包括外部監査 

監 査 実 施 期 間 平成 30年 4月 1日 ～ 平成 31年 1月 24日 

指 摘 事 項 等 措置内容 所管部課 

第５ 監査の実施結果   

１．学校経営管理に関する事項   

(4) 学校園に対する事務監査指導の実施   

③ 学校園に対する事務監査指導に関する監

査の実施結果 

  

ア 事務監査指導の位置づけについての意

見 

  

事務監査指導の目的や位置づけ並びに具体

的な手続を明確にするよう要領等を整備する

ことが望まれる。 

具体的な手続の見直し方法（重点的な取組項

目の設定など）についても要領等に含めること

が望まれる（意見 1）。（59ページ） 

 事務監査指導の目的、具体

的な手続きの見直し等を記載

した実施要領を関係各課に確

認のうえ令和元年 6 月に制定

しました。令和元年度の事務

監査指導から適用してまいり

ます。 

教育委員会事務局 

 学校教育部 

  学校総務課 

   

 イ 事務監査指導の実施計画事項の網羅的

な把握についての意見 

  

各所管課の実施計画をとりまとめる担当課

を定め、所管課間で連携して効果的な事務監査

指導を実施できるような体制の整備（前述した

要領等の整備を含む）を検討することが望まれ

る（意見 2）。（60ページ） 

 事務監査指導を所管する部

署を、令和元年 6 月制定の実

施要領に記載するとともに、

全体の庶務担当課も規定する

ことにより、関係各課の役割

を明確にしました。 

教育委員会事務局 

 学校教育部 

  学校総務課 

   

ウ 事務監査指導の実施結果のとりまとめ

についての意見 

  

事務監査指導における指摘事項に対し、学校

園で十分な対応が行われたかを確認するフォ

ローアップ体制を整備することが望まれる（意

見 3）。（60ページ） 

 令和元年 6 月制定の実施要

領には、指摘事項を学校園に

文書で通知すること並びに所

管課は指摘事項があった場合

は所管課が改善されたことを

確認すべきものと規定いたし

ました。 

教育委員会事務局 

 学校教育部 

  学校総務課 
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(5) 学校園における危機管理   

② 学校園における緊急対応マニュアルに関

する監査の実施結果 

  

ア 学校園における緊急対応マニュアルに

ついての意見 

  

緊急対応マニュアルが各学校園の実態に応

じて実効性があり活用できるものとなってい

るか、予防的取組が実施されているかについ

て、危機管理に関する知見を有する危機管理担

当が確認を行うことが望まれる（意見 4）。（63

ページ） 

 各学校園に対して、平成 30

年 12 月に学校園作成の「地

震・津波対応マニュアル」（緊

急対応マニュアル）の見直し

を行なうよう通知するととも

に、平成 31年 4月に全学校園

に対し、マニュアルの改訂版

を教育委員会事務局へ提出

（令和元年 5 月末日）するよ

う指示しました。今後、危機

管理担当がその内容の確認を

行ってまいります。 

 また、平成 31年 3月に大規

模地震における学校園臨時休

業措置の改訂（震度 6 弱→5

弱）を行い、これに伴い教育

委員会事務局から学校園に周

知・提示している「学校園に

おける地震・津波対応マニュ

アル」の改訂も併せて行い、

学校園のマニュアル作成の指

針といたしました。 

教育委員会事務局 

 学校教育部 

  危機管理担当 

   

(6) 学校園における業務改善   

② 各学校園における業務改善の取組に関す

る監査の実施結果 

  

ア 「取り組み実践事例冊子」のチェックシ

ート活用についての意見 

  

各学校園の実情に配慮しつつ教職員全員に

チェックシートの活用を促すことにより、管理

職や衛生委員会担当者以外の教職員に業務改

善の意識の向上を図ることが望まれる（意見

5）。（65ページ） 

業務改善チェックシートの

項目について、各教職員の気

づきや自己確認に資するよ

う、平成 31年 3月に改訂いた

しました。 

活用方法についても、学校

園における業務改善例ととも

に「堺市学校職員中央衛生委

員会だより」により教職員に

対して発信を行いました。 

教育委員会事務局 

 教職員人事部 

  教職員企画課 

   

(8) 学校の再編整備に係る取組   
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② 学校の再編整備に係る取組に関する監査

の実施結果 

  

ア 学校の再編整備に関する標準ロードマ

ップ管理についての意見 

  

今までの取組経験や課題への対応実績を活

かした再編整備に関する標準ロードマップの

作成や留意点等の整理、およびロードマップに

基づいた進捗管理の徹底による適時な取組実

施の推進が望まれる（意見 6）。（73ページ） 

 再編整備に関するこれまで

の取組や課題、留意点等を整

理し、再編整備を円滑に進め

るための標準ロードマップの

内容について検討を進めると

ともに、今後の児童数の将来

推移等を勘案しながら、再編

に取り組む学校を順次選定

し、地域や学校関係者の理解

と協力を得ながら再編を進め

てまいります。 

教育委員会事務局 

 学校管理部 

教育環境整備

推進室 

   

イ 再編整備に関する保護者や住民等から

の意見聴取についての意見 

  

再編整備懇談会前に再編整備の意義や他の

事例の紹介を保護者や地域住民向けに行うな

ど、理解醸成を図る手法の検討が望まれる。ま

た、こうした理解醸成を図る手法の 1 つとし

て、中立公正な立場からの意見を得られるよう

外部専門家（学校教育、学校経営の専門の大学

教授など）が参画した保護者や地域住民向け説

明も有用と考えられるため、併せて検討するこ

とが望まれる（意見 7）。（74ページ） 

 再編整備に関する保護者や

地域住民への理解醸成を図る

ために、どのような手法が効

果的であるか、またその手法

の一つと考えられる外部専門

家の参画についても、どのよ

うな形の参画や説明が理解醸

成に有用であるかなど、他市

の事例等を参考に調査を進め

ながら、検討してまいります。 

教育委員会事務局 

 学校管理部 

教育環境整備

推進室 

   

ウ 小規模中学校の再編についての意見   

小規模中学校についても校区の状況に応じ

ながら、適正規模化に向けた検討を引き続き進

めることが望まれる（意見 8）。（74ページ） 

 中学校の適正規模化につい

ては、立地条件によっては大

幅な中学校区の拡大が伴うな

ど、校区の状況も様々である

ことから、どのような手法が

効果的か、他市の事例等の調

査を進めながら、検討してま

いります。 

教育委員会事務局 

 学校管理部 

教育環境整備

推進室 

   

２．主な教育関連事業に関する事項   

(2) 学校施設管理事業（小学校）   

③ 学校施設管理事業（小学校）に関する監

査の実施結果 
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ア 学校施設管理業務の外部委託契約にお

ける成績表についての意見 

  

委託業者から学校と総務課にそれぞれ送付

されている月次の業務完了報告書について、一

旦委託業者が学校の責任者の確認・押印を受け

た後、それを総務課に送付して、総務課でも学

校の履行確認の状況を月次でモニタリングす

る等の対応が望まれる（意見 9）。（80ページ） 

 令和元年度の学校施設管理

業務実施分より、月次の業務

完了届に学校長の押印欄を設

け、受託業者が教委総務課に

提出する際は学校長の押印を

受けた上で提出するよう仕様

書の変更を行いました。 

教育委員会事務局 

 総務部 

  総務課 

   

イ 校務・教務サポーターの人材の確保につ

いての意見 

  

校務・教務サポーターについて、学校園のニ

ーズに合った人材配置が行えるよう、総務課に

て積極的な人材確保に向けた方策の検討を進

めることが望まれる（意見 10）。（81ページ） 

平成 31年 1月 29日付で学

校園に対してサポーターの活

用状況についてのアンケート

調査を行うとともに、一部の

学校において活用状況のヒア

リングを行いました。 

また、調査結果をふまえ、

令和元年 5 月 31 日付で堺市

ホームページを更新し、学校

園が必要とする人材や、サポ

ーターの具体的な業務内容に

ついて記載しました。今後も

引き続き、人材確保に向けた

方策を検討してまいります。 

教育委員会事務局 

 総務部 

  総務課 

   

(4) 小学校給食事業   

③ 小学校給食事業に関する監査の実施結果   

ア 栄養教諭未配置校におけるアレルギー

対応への体制の充実についての意見 
  

栄養教諭配置校の栄養教諭が未配置校を定

期または不定期に訪問し、食物アレルギー対応

に関する助言を行うなど、食物アレルギー対応

に対するさらなるサポートの充実を図れる体

制の構築について検討することが望まれる（意

見 11）。（88ページ） 

 食物アレルギー対応につい

ては、栄養教諭配置、未配置

に関わらず、学校全体が取り

組めるような仕組みを構築し

ております。今後、頂いたご

意見を踏まえ、未配置校にお

ける効果的な栄養教諭のサポ

ート方法を検討してまいりま

す。 

教育委員会事務局 

 学校管理部 

  保健給食課 

   

イ 栄養教諭未配置校における食の指導や

食育の授業等への栄養教諭の参加につい

ての意見 
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栄養教諭配置校の栄養教諭が未配置校を定

期または不定期に訪問し、食の指導や食育の授

業等をサポートしやすい体制の構築について

検討することが望まれる（意見 12）。（88 ペ

ージ） 

 食育については、栄養教諭

配置、未配置に関わらず、学

校全体が取り組めるような仕

組みを構築しております。今

後、頂いたご意見を踏まえ、

未配置校における効果的な栄

養教諭のサポート方法を検討

してまいります。 

教育委員会事務局 

 学校管理部 

  保健給食課 

   

(6) 食の安全事業   

④ 食の安全事業に関する監査の実施結果   

ア 巡回栄養士との会議における議事録等

の作成についての意見 

  

月 2 回の保健給食課における会議の議事録

等を作成し、会議内容の後日の確認や巡回栄養

士が入れ替わった際の会議内容の引継ぎに活

用するとともに、指導内容の共有等により職員

の専門性の向上に役立てることが望まれる（意

見 13）。（94ページ） 

 平成 30年 8月 27日の保健

給食課における巡回栄養士の

会議から議事録を作成し、職

員間で指導内容の共有が図ら

れるように改めました。 

教育委員会事務局 

 学校管理部 

  保健給食課 

   

(8) 放課後等の健全育成に関する各事業   

② 放課後等の健全育成に関する各事業に関

する監査の実施結果 

  

ア 堺市放課後児童対策事業の負担金割合

の検討結果の記録についての意見 

  

受益者負担割合が国の考え方と乖離してき

た際に負担金改定検討等をスムーズに行える

よう、予算要求の際に放課後子ども支援課とし

て負担割合を算出し検討した結果を、記録とし

て残すことが望まれる（意見 14）。（102ペー

ジ） 

 運営費と受益者負担割合の

変動を確認するため、平成 31

年度の予算要求の際、負担割

合を算出し、資料を作成いた

しました。 

教育委員会事務局 

 地域教育支援部 

  放課後子ども

支援課 

   

イ 全児童対策事業である放課後子供教室

のあり方検討についての意見 

  

放課後子供教室のあり方については、学習活

動等の放課後の居場所の提供を行うサービス

として全小学校での提供が可能となるよう、そ

の内容について検討を進めることが望まれる

（意見 15）。（103ページ） 

 全小学校での提供が可能と

なる内容について、事務局内

で引き続き検討を進めてまい

ります。 

教育委員会事務局 

 地域教育支援部 

  放課後子ども

支援課 

   

(11) 教育相談事業   

② 教育相談事業に関する監査の実施結果   
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ア 教育相談の満足度調査についての意見   

相談者から意見を収集する仕組みの導入を

検討し、相談対応の見直し等の方策を講じられ

る仕組みの整備が必要と考える（意見 16）。

（107ページ） 

 相談者から意見を収集する

仕組みの導入については、他

の自治体などの状況を調査

し、検討を行っているところ

です。他の自治体での取組や

実施状況を参考にしながら、

相談対応の見直し等につなが

る客観的な評価を収集する仕

組みの検討をしてまいりま

す。 

教育委員会事務局 

 学校教育部 

  教育センター 

   

 イ 電話相談の委託業者の選定についての

意見 

  

事業内容の質を確保できる範囲で仕様内容

や公募期間の見直しを検討するなど、受託でき

る業者の幅を広げられないか検討することが

望まれる（意見 17）。（108ページ） 

 子ども電話相談業務の特性

上、子どもが直接電話をかけ

相談ができる窓口としており

ます。事業内容の質を確保で

きる範囲での仕様内容の検討

を行ってまいります。また、

公募期間の見直しを行うな

ど、受託業者の幅を広げられ

るよう、次回入札（令和 2 年

度）に向け検討してまいりま

す。 

教育委員会事務局 

 学校教育部 

  教育センター 

   

(12) 教職員研修事業   

② 教職員研修事業に関する監査の実施結果   

ア 教職員の参加を促進する研修の構成に

ついての意見 

  

基礎知識関連の研修や集合研修の事前学習、

研修欠席者に向けたフォロー研修については E

ラーニングやビデオ研修で効果があると考え

られ、今後こうした Eラーニングやビデオ研修

を充実させ教職員に知識習得等の機会を増や

すことを検討することが望まれる（意見 18）。

（110ページ） 

 受講者同士の交流を伴わな

い、伝達研修においては、令

和元年度、教職員の自席コン

ピュータでの動画視聴を受講

可能とし、一部の研修で実施

してまいります。 

教育委員会事務局 

 学校教育部 

  教育センター 

   

(13) 堺・教師ゆめ塾   

② 堺・教師ゆめ塾に関する監査の実施結果   

ア ゆめ塾の卒塾後の進路状況等の把握に

ついての意見 

  

ゆめ塾卒業生のうち市の教員採用試験を受

験した人数の割合を指標として設定する等、優

 ゆめ塾事業の効果を測る評

価指標として、平成 30 年度

教育委員会事務局 

 学校教育部 
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秀な人材を市に輩出できているかといったゆ

め塾事業の効果を測る指標設定の見直しが望

まれる（意見 19）。（112ページ） 

は、「ゆめ塾卒塾生のうち、堺

市教員採用試験を受験してい

る割合」に変更いたしました。 

  教育センター 

   

(15) スクールカウンセラー配置事業   

② スクールカウンセラー配置事業に関する

監査の実施結果 

  

ア スクールカウンセラーの勤怠管理に関

する指摘事項 

  

学校園は、SC の勤務時間を把握し記録に残

すとともに、所定外労働時間が発生した場合に

は、超過勤務手当を支払う、もしくは SC 本人

との合意のもと勤務日（時間）の振替を行う等

の手続を行い、生徒指導課に報告すべきであ

る。 

また、生徒指導課は、勤務時間が把握できる

ような「出勤簿」の様式を作成し、学校園にお

いて SC の勤務時間や所定外労働時間、勤務日

（時間）の振替状況を正確に把握し記録するこ

とができる体制を整えるとともに、学校園が適

切に勤怠管理を実施しているかを適時に確認

すべきである（指摘事項 1）。（118,119 ペー

ジ） 

令和元年度から、SCの勤務

時間、休憩時間、年休取得状

況を「出勤簿」で管理するこ

とにより、学校園が適切な勤

怠管理を実施しているか毎月

定期的に確認できるようにし

ました。 

教育委員会事務局 

 学校教育部 

  生徒指導課 

   

イ 未配置校に対するスクールカウンセラ

ーの派遣についての意見 

  

SC 未配置校において、生徒指導上の問題へ

の SCの活用や、SCの有する専門的知見の共有

といったメリットを踏まえ、生徒指導課におい

て SC未配置校のニーズに応じ、近隣の SC配置

校からの SC の積極的な訪問が望まれる（意見

20）。（119ページ） 

中学校区内に配置されたSC

を、当該中学校区内の未配置

小学校に積極的（月に 1 回以

上）に派遣するよう、SC連絡

会で指示を行いました。 

教育委員会事務局 

 学校教育部 

  生徒指導課 

   

(16) スクールソーシャルワーカー活用事業   

② スクールソーシャルワーカー活用事業に

関する監査の実施結果 

  

ア 「スクールソーシャルワーカー従事報告

書」に対する校園長の承認に関する指摘事

項 

  

生徒指導課は SSWに対し、学校園訪問の際の

「スクールソーシャルワーカー従事報告書」へ

の校園長印受領を徹底するよう指導し、事後的

にチェックを行うべきである（指摘事項 2）。

（125ページ） 

校園長印受領の徹底をする

ため、平成 31年 4月上旬に、

SSW 研修で指導しました。ま

た、校長等には事業説明会や

学校訪問等で周知しました。

教育委員会事務局 

 学校教育部 

  生徒指導課 
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事後確認については、毎月の

従事報告書にて確認を行って

まいります。 

   

イ スクールソーシャルワーカーの配置の

拡充についての意見 

  

引き続き SSW の質については十分に留意し

たうえで、すべての中学校区への SSWの配置に

向けて方策を検討することが望まれる（意見

21）。（125ページ） 

令和元年度は、SSW を 1 名

増員し、区担当（6名→7名に

増員）として 7 行政区すべて

に SSWを配置しました。今後、

事業を実施するなかで、より

効果的な活用方法を検討して

まいります。 

教育委員会事務局 

 学校教育部 

  生徒指導課 

   

(17) 英語教育推進事業   

② 英語教育推進事業に関する監査の実施結

果 
  

ア ネイティブスピーカー派遣事業の契約

期間についての意見 
  

優秀な人材の確保による英語教育充実及び

契約事務の効率化の観点から、当該事業の複数

年度契約への変更を検討することが望まれる

（意見 22）。（129ページ） 

ネイティブスピーカーの年

度当初からの配置を含め、複

数年契約への変更を引き続き

検討してまいります。 

教育委員会事務局 

 学校教育部 

  学校指導課 

   

イ 中学校教員の英語能力に関する外部試

験の成績を向上させるための施策につい

ての意見 

  

市における、英検準 1 級もしくは TOEFL 

iBT80点、TOEIC730点程度以上のいずれかを達

成する中学校英語教員の割合は国の求める水

準や全国平均に比べると低い水準であること

を勘案し、教育委員会は、中学校英語教員の外

部試験の資格取得率の向上に努めることが望

まれる（意見 23）。（129ページ） 

 令和元年度、中学校英語科

教員に対し指導力向上研修や

中学校教育研究部会などで外

部試験の資格取得を促してま

いります。 

教育委員会事務局 

 学校教育部 

  学校指導課 

   

(21) 地域人材活用事業   

② 地域人材活用事業に関する監査の実施結

果 

  

ア スクールサポーターの活動記録簿様式

についての意見 

  

学校指導課より学校園において使用しやす

くかつ正確な記入が可能な活動記録簿を例示

することが望まれる（意見 24）。（138ページ） 

活動状況の記録欄・校園長

の確認欄を備えた一般的な活

動記録簿の例を平成31年4月

教育委員会事務局 

 学校教育部 

  学校指導課 
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に学校園に提示しました。 

   

活動管理簿が作成されないと、活動の根拠資

料がなく、事後的にスクールサポーターの活動

状況が確認できないため、活動管理簿の作成を

徹底し管理することが望まれる（意見 25）。

（139ページ） 

 活動記録簿の例を平成 31

年 4 月に学校園に提示しまし

た。作成漏れのないよう管理

の徹底を図ってまいります。 

教育委員会事務局 

 学校教育部 

  学校指導課 

   

学校園においてスクールサポーターの活動

管理簿のボールペン等による記載や、校園長の

確認を徹底することが望まれる（意見 26）。

（139ページ） 

活動記録簿の例を平成 31

年 4 月に学校園に提示しまし

た。具体的な作成方法等につ

いて指導を行ってまいりま

す。 

教育委員会事務局 

 学校教育部 

  学校指導課 

   

イ スクールサポーターのサポーター登録

についての意見 

  

学校園の中で活動し、児童生徒と密接にかか

わるスクールサポーターについては、学校園に

おける管理上人材登録を行わせるのが望まし

く、規程等を整備した上で、外部人材管理シス

テムへの登録を原則とすべきである。また、ス

クールサポーターのシステムへの登録を不要

とした場合でも、安全管理上からも、無償ボラ

ンティアとして、教育委員会事務局の所管部署

や学校園は各サポーターの氏名や連絡先等の

情報の記録を徹底するよう、記録方法の明確化

と記録の実施徹底が望まれる（意見 27）。（139

ページ） 

 既存の外部人材システムに

謝礼金の対象者以外を登録す

ると不具合が出る可能性があ

るため、サポーターの連絡先

等の記録様式を学校園に提示

しました。また、外部人材登

録要領を整備した上で、学校

園に通知文書を送付し管理を

徹底してまいります。 

教育委員会事務局 

 学校教育部 

  学校総務課 

学校指導課 

   

(22) 部活動推進事業   

② 部活動推進事業に関する監査の実施結果   

ア ノークラブデーの設定についての意見   

ノークラブデー設定の達成状況が客観的に

確認できるよう、ノークラブデーの設定に関す

る統一的な基準を検討し、生徒指導課が現在策

定中の「運動部活動の方針」等で例示すること

が望まれる（意見 28）。（146ページ） 

スポーツ庁並びに文化庁ガ

イドラインの内容を踏まえ、

ノークラブデーの設定に関す

る統一的な基準を堺市部活動

ハンドブックに掲載しまし

た。改訂したハンドブックは

令和元年 5 月に配布いたしま

した。 

教育委員会事務局 

 学校教育部 

  生徒指導課 

   

ノークラブデーの設定状況を把握できるよ

う、全ての部活動からノークラブデーの設定予

スポーツ庁並びに文化庁ガ

イドラインの内容（部活動顧

教育委員会事務局 

 学校教育部 



,
 

10 

定を含む部活動の予定表が管理職に提出され

るよう徹底することが望まれる（意見 29）。

（146ページ） 

問は年間月間の予定表並びに

実績簿を校長に提出する等）

を堺市部活動ハンドブックに

掲載しました。改訂したハン

ドブックは令和元年 5 月に配

布し、管理の徹底について周

知いたしました。 

  生徒指導課 

   

(26) 事務事業総点検シートに関する気づき

事項 

  

適正な事業評価、効果的な予算編成を実施

し、また事業評価結果を適切に外部に公表する

ためには、適切な指標設定は重要であり、設定

内容を見直すことが望まれる（意見 30）。（155

ページ） 

 評価指標の計算方法が誤っ

ていたり、異なる事業で同じ

指標を用いる際に事業ごとに

計算方法が異なっていたりす

るものにつきましては、事務

事業総点検シートの記載を修

正しました。また、データの

取得時期が年度で異なってい

たものにつきましては、今後

同時期に取得するようにいた

します。また、評価指標が適

切に設定されていない、もし

くは追加設定が有効と考えら

れるものにつきましては、適

切な事業評価が行えるよう、

より有効な指標設定を検討し

てまいります。 

教育委員会事務局 

 総務部 

総務課 

学校教育部 

学校指導課 

支援教育課 

生徒指導課 

教育センター 

 学校管理部 

保健給食課 

   

３．資産管理に関する事項   

(1) 教育委員会事務局各部署における物品・

現金管理 

  

② 教育委員会事務局各部署における物品・現

金管理に関する監査の実施結果 

  

ア 使用見込みのない備品の早期処分につ

いての意見 

  

古いワープロやノートパソコンなど、現在使

用しておらず今後も使用見込みのない備品に

ついては、適切に廃棄物として処分を行い、管

理コストの削減及びスペースの有効活用を図

ることが望まれる（意見 31）。（160ページ） 

今後も使用見込みのない備

品について、資源有効利用促進

法等関連法規にのっとり、処理

を進めてまいります。 

教育委員会事務局 
 総務部 
  教育政策課 
 学校管理部 
  保健給食課 

   

(2) 各学校園における物品・現金管理   

② 各学校園における物品・現金管理に関する

監査の実施結果 
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ア 公金現金の現金出納簿の押印漏れに関

する指摘事項（熊野小学校） 

  

エクセルの出納簿を廃止し、手書きの現金出

納簿による整理を徹底するとともに、現金出納

簿の記載様式に従い、現金出納簿を校長が確認

したことを示す押印を徹底すべきである（指摘

事項 3）。（163ページ） 

 ご指摘を受け、手書きでの

現金出納簿に変更いたしまし

た。また、受入れ・払出しの際

は校長の確認押印を徹底して

おります。今後とも、規程に

基づく適正な事務処理を行っ

てまいります。 

熊野小学校 

   

イ 公金現金の現金出納簿の記載漏れに関

する指摘事項及び意見（鳳中学校、学校総

務課） 

  

学校園は、現金出納簿への記帳の際に、学校

総務課から示されている様式に基づき受入れ、

払出し、資金残高等の正しい記載を徹底すべき

である（指摘事項 4）。（163ページ） 

ご指摘を受け、教育委員会

事務局から示されている記入

例を参照し、入出金の両方（受

入れ・払出し）の記載を行う

こととしました。今後とも、

規程に基づく適正な事務処理

を行ってまいります。 

鳳中学校 

   

学校園で適切に現金出納簿が作成できるよ

う、学校総務課において現金出納簿の様式の説

明を充実させることが望まれる。 

学校総務課は事務監査指導で現金出納簿を

チェックする際に、現金出納簿が正しく作成さ

れているかを確認し指導を行うことが望まれ

る（意見 32）。（163ページ） 

 ご意見を踏まえ、現金出納

簿の記入例の充実を図ってま

いります。また、現金出納簿

の適正な事務執行について、

事務監査指導等で確認し指導

いたします。 

教育委員会事務局 

 学校教育部 

  学校総務課 

   

ウ 公金・公金外現金の不明残高の早期解消

についての意見（鳳小学校、中百舌鳥中学

校） 

  

前渡資金が口座に入金された際に、学校園で

は適時に渡すべき教職員に渡すことを徹底す

るとともに、現金出納簿の残高が年度末には 0

円になっていることを管理職が確認、0円にな

っていない場合にはその原因を追求し不明金

が生じないよう対応することが望まれる。 

不明金が発生した原因を調査し適切に返金

等の処理を行うとともに、今後は発生した都度

適時に原因を追究し不明金が生じないよう対

応することが望まれる（意見 33）。（164ペー

ジ） 

 ご意見を踏まえ、前渡資金

口座の残高を毎月末に管理職

が確認し、適時職員に渡すこ

とにより、渡し忘れを防いで

おります。また、不明金が生

じないよう、口座及び現金出

納簿の残高確認を確実に行っ

てまいります。 

 

 当該不明金は市の歳入とし

て平成 31年 3月 28日に処理

済みです。今後は、不明金が

生じないよう、前渡資金が口

座に入金された場合に遅滞な

鳳小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

中百舌鳥中学校 
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く渡すべき教職員に渡すこと

や、年度末の管理職の残高確

認を確実に行うとともに、万

一不明金が発生した場合には

直ちに原因究明のうえ対応す

ることといたします。 

   

エ 不要な銀行口座の取扱いについての意

見（熊野小学校、鳳小学校、中百舌鳥小学

校、各公金外現金の教育委員会事務局にお

ける所管部署） 

  

各学校園において、管理職が定期的に口座の

使用状況を確認し、使用見込みのない口座は早

期に解約し、不要な口座は保有しないように徹

底することが望まれる。 

各公金外現金の教育委員会事務局における

所管部署では、学校園が保有している口座を網

羅的に把握するとともに、学校園に対し長期不

使用で使用見込みのない口座は早期に解約し、

不要な口座は持つべきではないとの指導を徹

底することが望まれる。 

事務監査指導の際に長期不使用となってい

る口座の有無の確認は有用と考えられるため、

事務監査指導における実施項目への追加を行

うことを検討することが望まれる（意見 34）。

（165ページ） 

 使用見込みのない当該口座

を解約いたしました。今後と

も管理職が定期的に口座の使

用状況を確認し、不要な口座

を保有しないよう徹底してま

いります。 

 

 公金外現金の取扱いについ

ては、定期的に学校園に通知

を行っているところですが、

今後は、不要な口座を長期間

保有している場合は解約する

よう併せて通知してまいりま

す。また、毎年実施している

事務監査指導においては、ご

指摘のとおり、指導項目の一

つとして追加してまいりま

す。 

熊野小学校 

鳳小学校 

中百舌鳥小学校 

 

 

 

 

教育委員会事務局 

 総務部 

  総務課 

 学校教育部 

  学校総務課 

  学校指導課 

   

オ 金庫内保管物一覧表に基づく保管物の

定期的な確認についての意見（熊野小学

校、鳳小学校、中百舌鳥小学校、中百舌鳥

中学校） 

  

金庫内保管物一覧表を作成及び定期的に更

新するとともに、定期的に金庫内保管物一覧表

と現物のチェックを行うことが望まれる。 

事後的にチェックの有無を事務監査指導等

で確認できるよう、チェックの証跡を残すこと

が望まれる（意見 35）。（165,166ページ） 

 ご意見を踏まえ、金庫内保

管物一覧表を作成のうえ学期

ごとなど定期的に現物とチェ

ックを行うとともに、チェッ

クの日付などの証跡を残すこ

とといたしました。 

熊野小学校 

鳳小学校 

中百舌鳥小学校 

中百舌鳥中学校 

   

カ 切手等の保有量の管理についての意見

（鳳中学校、中百舌鳥小学校） 

  

管理事務の負担軽減や、予算の適正執行の観

点から、適正な数量を超える切手等は早期に使

用または処分することが望ましく、郵便窓口に

切手については、窓口で郵

便料金を支払う際に使用し、

保有量を減らしました。 

鳳中学校 

中百舌鳥小学校 
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おける 10 通以上の郵便送付等の支払いを切手

で行う、施設課を通じて必要としている教育委

員会事務局各部署や他の学校園での使用を検

討するなど、積極的に使用または処分する方法

の検討が望まれる（意見 36）。（166ページ） 

はがきについては、教育委

員会事務局と調整の上、積極

的に使用または処分する方法

を検討してまいります。 

   

キ 切手等の保有および処分方針について

の意見（施設課） 

  

必要最小限の切手のみを保有し、不要な切手

は早期に使用もしくは処分することが望まれ

る。 

学校園単独での処分等が難しい場合も考え

られるため、施設課で回収し、教育委員会事務

局各部署や他の学校園での使用も検討するこ

とが望まれる（意見 37）。（167ページ） 

各学校園の切手について

は、年 2 回購入申込を受け付

けており、平成 31年 4月の申

込の通知において、真に必要

な枚数での申込を周知いたし

ました。また、郵便窓口にお

ける郵便送付の切手による支

払いについても周知を行って

まいります。 

教育委員会事務局 

 学校管理部 

  施設課 

   

施設課で全学校園のはがきの保有状況につ

いて調査し、使用しないと見込まれるはがきに

ついては回収を進め、教育委員会事務局各部署

での使用、もしくは交換手数料は生じるものの

切手に交換して再利用を進めるなど、資産の有

効活用を検討することが望まれる（意見 38）。

（167ページ） 

 令和元年度に各校園に対し

はがきの残数調査を行ったう

えで、交換手数料の予算措置

を図るなど、資産の有効活用

をすすめてまいります。 

教育委員会事務局 

 学校管理部 

  施設課 

   

ク 備品の現物確認の未実施に関する指摘

事項（中百舌鳥中学校） 

  

物品事務処理提要に基づき年 1 回の備品の

現物確認の実施を徹底すべきである（指摘事項

5）。（168ページ） 

 ご指摘を受け、備品の現物

確認を平成 30年 12月に開始

し、平成 31年 2月までに最終

確認を行いました。今後は、

備品の現物確認の時期を年度

当初に設定のうえ校内に周知

し、確実に実施してまいりま

す。 

中百舌鳥中学校 

   

ケ 備品の適時な廃棄についての意見（中百

舌鳥中学校） 

  

廃棄物品の早期廃棄を徹底するとともに、物

品出納伺書で申請された廃棄物品が適時に廃

棄されているかを管理職が定期的にチェック

し、未了の場合は適時に廃棄するよう指示を行

うことが望まれる（意見 39）。（169ページ） 

 ご意見を踏まえ、当該廃棄

物品については適切に処理を

行いました。今後は、備品の

現有状況を管理職が年 1 回確

認・指示を行ってまいります。 

中百舌鳥中学校 
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(3) 各学校園における学校徴収金管理   

② 各学校園における学校徴収金管理に関す

る監査の実施結果 

  

ア 金銭出納簿と支出伺書の不一致に関す

る指摘事項及び意見（鳳小学校） 

  

学校徴収金の収支には教員分を含めるべき

ではないため、執行伺書の支出金額には教員分

の金額を含めず記載する、もしくは学校徴収金

対象額と教員分の金額を分けて記載するなど、

執行伺書の記載について金銭出納簿との不一

致が生じないよう整合を図るべきである（指摘

事項 6）。（174ページ） 

 ご指摘を受け、不一致のあ

った執行伺書は教員分を除い

た金額に訂正しました。今後

は、金銭出納簿との不一致が

生じないよう、管理職による

確認も行い、確実に記載して

まいります。 

鳳小学校 

   

金銭出納簿と執行伺書等の関係書類の金額

が一致していることを、金銭出納簿記録者だけ

でなく、校長や教頭等の第三者がチェックでき

る体制を整え、校長や教頭等が金銭出納簿と執

行伺書等の関係書類の金額の一致を確認する

体制を設けることが望まれる（意見 40）。（174

ページ） 

 ご意見を踏まえ、学年会計

が学期末に会計報告を作成

し、管理職に確認を取る際、

金銭出納簿や執行伺書等、当

学期の算出のもとになる書類

も併せて確認を取ることによ

り、担当者以外の者が確認を

する体制を設けました。 

鳳小学校 

   

イ 金銭出納簿と預金通帳の照合未実施に

関する指摘事項及び意見（熊野小学校、鳳

小学校、安井小学校、中百舌鳥小学校） 

  

堺市立学校(園)徴収金事務取扱要領に基づ

き、学年末だけでなく学期末においても金銭出

納簿と預金通帳との一致を確認すべきである

（指摘事項 7）。（174ページ） 

 ご指摘を受け、今後は各学

期末に管理職が金銭出納簿と

預金通帳との一致を確認して

まいります。 

熊野小学校 

鳳小学校 

安井小学校 

中百舌鳥小学校 

   

金銭出納簿の様式に会計担当者だけでなく

校長や教頭等がチェックする欄を設け、その証

跡を残すことが望まれる（意見 41）。（174ペ

ージ） 

令和元年 5月 9日、10日に

開催する学校徴収金事務担当

者説明会にて、備考欄に日付

と確認者名を記載するなど、

確認の証跡を残すよう周知徹

底いたしました。 

熊野小学校 

鳳小学校 

安井小学校 

中百舌鳥小学校 

   

ウ 現金保管台帳と未納者台帳の記載不一

致に関する指摘事項及び意見（熊野小学

校） 

  

現金受領時の現金保管台帳への正確な記載

を徹底すべきである（指摘事項 8）。（176 ペ

ージ） 

 ご指摘を受け、現金保管台

帳の記載誤りを訂正いたしま

した。また、現金保管台帳を

手書き様式に変更し、正確な

熊野小学校 
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記載を徹底しております。 

   

現金保管台帳に記載する際に、記載担当者以

外の第三者がチェックできる体制を整えるこ

とが望まれる（意見 42）。（176ページ） 

 現金保管台帳に記載し、現

金を金庫に保管する際に、教

頭のチェックを受ける体制に

改めました。 

熊野小学校 

   

エ 金庫での多額の現金保管についての意

見（中百舌鳥中学校、鳳中学校） 
  

学校徴収金の定期的な口座入金を計画し現

在より回数を増やし、学校徴収金として受領し

た現金をなるべく早めに銀行口座に入金する

体制を整えることが望まれる(意見 43)。（176

ページ） 

 ご意見を踏まえ、現金預り

があった場合は管理職に報告

する、また定期的な入金日を

設けたうえ、多額の現金預り

があった場合は都度入金を行

うなど、体制の改善を行いま

した。 

中百舌鳥中学校 

鳳中学校 

   

オ 現金で受領した学校徴収金の管理方針

についての意見 

  

学校徴収金の定期的な口座入金の計画を立

て、早期の銀行入金を心がけることや、多額の

学校徴収金を学校園で保有しないよう、各学校

徴収金の教育委員会事務局における所管部署

が主導となって学校園全体の方針やチェック

の方法等を検討することが望まれる（意見 44）。

（177ページ） 

 現金徴収した場合には、早

期に銀行入金を行うことや管

理職による金庫の定期的な点

検を徹底するよう、毎年度当

初の学校徴収金担当者説明会

で周知いたします。 

教育委員会事務局 

 学校教育部 

学校指導課 

学校管理部 

保健給食課 

   

カ 学校徴収金の未納対策についての意見   

各学校徴収金の教育委員会事務局における

所管部署は、学校園の学校徴収金の未納状況を

適時に把握し助言できる体制を整えるととも

に、未納時における学校徴収金の回収体制（回

収責任者の決定を含む）を明確にして、未納金

への対応の在り方を現行マニュアル等に盛り

込むなど、未納の発生防止、発生した未納の回

収促進策について、学校園と連携して、継続的

な取組を進めることが望まれる(意見 45)。（178

ページ） 

 未納金への対応の在り方や

回収促進策について、学校の

取組事例を掲載するなど、現

行マニュアルの改訂を含めて

対応を検討してまいります。 

教育委員会事務局 

 学校教育部 

学校指導課 

学校管理部 

保健給食課 

   

キ 学校徴収金に関する未納額通知書や領

収書のチェック体制についての意見（鳳中

学校） 

  

会計担当者以外の学級担任等が未納額通知  ご意見を踏まえ、学年会計 鳳中学校 
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書や領収書の内容を確認するなど第三者によ

るチェックが行われる体制の構築が望まれる

（意見 46）。（178ページ） 

とともに担任、事務、教頭な

ど複数名でチェックを行う体

制に改めました。 

   

ク 採択した業者以外の比較業者の見積書

等の保管に関する指摘事項（中百舌鳥中学

校） 

  

学校（園）徴収金事務取扱マニュアルに従い、

学校園において複数見積をとった際には、採択

した業者以外の比較業者の見積書等について

も、執行伺を含む積立金管理簿等に添付して保

管すべきである（指摘事項 9）。（179ページ） 

 ご指摘を受け、別の簿冊に

保管されていた未採択の見積

書を執行伺に添付しました。

今後は、複数の比較見積書を、

全て執行伺に添付して保管

し、管理職による点検も行っ

てまいります。 

中百舌鳥中学校 

   

ケ 学校徴収金に関する立替払いの際の現

金受領証の取得についての意見（鳳中学

校、中百舌鳥中学校、中百舌鳥小学校） 

  

部活動顧問等や教員からの受領印等がある

現金受領証の入手を徹底することが望まれる

（意見 47）。（180ページ） 

執行伺に現金受領欄を追加

し、現金受領時に日付の記載

及び押印またはサインの徴取

をすることとしました。 

 

受領印のある現金受領証を

作成し、保存することとしま

した。 

鳳中学校 

 

 

 

 

中百舌鳥中学校 

中百舌鳥小学校 

   

４．施設設備管理   

(1) 学校園の施設設備管理   

② 学校園の施設設備管理に関する監査の実

施結果 

  

ア 学校施設設備の安全点検の質の確保に

ついての意見 

  

安全点検表の項目や点検方法（目視・打音・

振動・負荷・作動等）について、施設課から専

門的なアドバイスを実施することが望まれる。 

現状保健給食課がヒヤリハット情報を収集

し、学校における安全教育・安全管理について、

学校園に情報発信を行っているが、施設課でも

保健給食課で収集している情報を共有し、安全

点検表（様式）へ反映する体制を整えておくこ

とが望まれる（意見 48）。（184ページ） 

 ヒヤリハット情報等、学校

安全に関する情報を施設課と

保健給食課両課で共有してま

いります。また、両課で連携

して安全点検表の項目や安全

点検方法等を検討し、安全点

検表（様式）を作成し各学校

園へ情報発信を行ってまいり

ます。 

教育委員会事務局 

 学校管理部 

  保健給食課 

施設課 
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イ 学校園の遊具の点検実施計画の策定に

ついての意見 

  

老朽化等による遊具の劣化による事故を防

ぐために、専門業者による学校園の遊具の点検

実施を計画的実施できるよう、市として学校園

の遊具の点検に関する中期的な実施計画を定

め計画的に実施することが望まれる（意見 49）。

（184ページ） 

 令和元年度に老朽化等によ

る遊具の事故を防ぐため、学

校園の遊具、屋外体育用具（鉄

棒）の劣化点検を専門業者に

よって全学校園を対象に一斉

に実施します。今後とも継続

的に年 1 回劣化点検を実施で

きるようにしてまいります。 

教育委員会事務局 

 学校管理部 

  施設課 

   

５．教職員の勤怠管理   

(1) 教職員の勤怠管理   

② 教職員の勤怠管理に関する監査の実施結

果 

  

ア 産業医面談の適切な実施についての意

見 

  

学校園においては適時に本人と産業医の面

談を行わせることを徹底し、また教職員企画課

においては対象者の健康相談が適切に行われ

ているかについて事後的に確認することが望

まれる（意見 50）。（188ページ） 

 健康相談の実施報告様式と

報告方法を見直し、学校園に

対し適切な実施を指導すると

ともに、対象者に対し適切に

実施されているかを事後的に

確認してまいります。 

教育委員会事務局 

 教職員人事部 

教職員企画課 

   

６．情報システム管理及び個人情報管理   

(1) 情報システム管理   

② 情報システム管理に関する監査の実施結

果 

  

ア 教育情報ネットワークの保守管理委託

業務の履行確認に関する指摘事項 

  

仕様書のうち保守マネジメントやハードウ

ェア故障修理、ソフトウェア故障修理は委託業

務成績表において評価対象として記載されて

いるが、予防保守（ハードウェアの定期点検の

実施の有無）や、データ復旧（バックアップデ

ータ復元が実施されたか）などの仕様書項目が

成績表に網羅的に記載されておらず、評価対象

となっていない。仕様書に記載されているサー

ビス内容については全て委託業務成績表の評

価対象に追加すべきである（指摘事項 10）。

（190ページ） 

平成 31 年 1 月以降作成の

委託業務成績表に次の評価項

目を追加し、仕様書項目を網

羅しました。 

 

・予防保守 

・データ復旧 

・ウィルス対策ソフトウェア

管理 

・システム運用支援 

教育委員会事務局 

 学校教育部 

  教育センター 

   

(2) 情報セキュリティ   



,
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② 情報セキュリティに関する監査の実施結

果 

  

ア 情報セキュリティ監査の実施に関する

指摘事項 

  

情報セキュリティ監査の実施要領等を策

定し規程に基づく監査を実施すべきである

（指摘事項 11）。（190ページ） 

 堺市立学校情報セキュリテ

ィ内部監査実施要領及び監査

項目を策定し、それに基づき、

10 の項目について平成 31 年

2月 21日に監査を実施いたし

ました。 

教育委員会事務局 

 学校教育部 

  教育センター 

   

イ パスワードの設定および管理について

の意見 

  

パスワード管理の安全性を高めるために定

期的な変更を促すのであれば、「取扱要領」に

基づき、システム上定期的にパスワードの変更

を求めるような仕組みの導入を検討すること

が望まれる（意見 51）。（191ページ） 

 定期的にパスワードの変更

を求める仕組みの導入につい

て、システム改修に係る経費

及び学校園で円滑に運用が開

始できるようスケジュールに

ついても引き続き検討してま

いります。 

教育委員会事務局 

 学校教育部 

  教育センター 

   

(3) 個人情報管理   

② 個人情報管理に関する監査の実施結果   

ア メールによる個人情報の持ち出しに対

するチェックの強化についての意見 

  

個人情報の漏洩防止の強化策の 1 つとして

メールのチェック方法の確立が望まれる（意見

52）。（192ページ） 

 メールチェックの仕組みの

確立については、ネットワー

ク強靭化の対応と併せて進め

ていく方向で考えておりま

す。システム改修に係る経費

などについて、引き続き検討

してまいります。 

教育委員会事務局 

 学校教育部 

  教育センター 

   

イ テスト類の持ち出しに関する「個人情報

持出返却管理簿」への記載についての意見 

  

「取扱要領」において、「成績の一覧表また

はそれに類するもの」や「テスト類」の内容を

例示するなど明確化することが望まれる（意見

53）。（195ページ） 

 ご意見を踏まえ、「テスト

類」等の内容が明確となるよ

う、取扱要領の部分改訂を行

ってまいります。 

教育委員会事務局 

 学校教育部 

  学校指導課 

 


